
新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言 発出中
国により緊急事態宣言が発出されました。

ご自身の命と健康を守るため、ご家族や友人・知人の命と健康を守るため、

手洗いや消毒、マスクの着用、3つの「密」の回避など、

「感染しない」「感染させない」ための行動の徹底をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する相談や受診の方法などは、 ２面をご覧ください。
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［ 主な内容 ］ ▶3面 市民税・都民税、所得税  申告の準備はお済みですか ▶6・7面 人事行政の公表
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